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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２７年９月２４日 １４時１８分ごろ 

発生場所 関門港の関門第２航路 

馬
うま

島港西防波堤灯台から真方位１６１°６８０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.５′ 東経１３０°５１.４′） 

事故の概要 貨物船EAGLE
イ ー グ ル

は、南進中、関門第２航路第１号灯浮標に衝突した。 

EAGLE は、船体に擦過傷等を生じ、また、灯浮標は、標体に圧壊を

生じた。 

事故調査の経過 平成２７年９月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 EAGLE（ノルウェー王国籍）、３１,０２１トン 

 ７９３１４５４（ＩＭＯ番号）、OHT Eagle AS 

 １９９.３３ｍ×４２.００ｍ×１１.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１５,２８７kＷ、１９８１年１２月８日（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長（ラトビア共和国籍） 男性 ４６歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（ノルウェー王国発給） 

  交付年月日 ２０１３年７月１９日 

        （２０１５年１１月２５日まで有効） 

機関長（ラトビア共和国籍） 男性 ４５歳 

 締約国資格受有者承認証 機関長（ノルウェー王国発給） 

  交付年月日 ２０１３年１１月４日 

        （２０１６年１２月３１日まで有効） 

水先人 男性 ６５歳          

関門水先区一級水先人水先免状 

  免 許 年 月 日  平成２０年３月１８日 

  免状交付年月日 平成２５年２月２０日 

  有効期間満了日 平成３０年３月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船首部に擦過傷、左舷錨鎖の破断等 

灯浮標 標体に圧壊 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南南西流約１ノット（kn）（早鞆瀬戸の潮

流 東流約４kn） 

 事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか２４人（ラトビア共和国籍１０人、フ

ィリピン共和国籍１０人、ウクライナ籍２人、ロシア連邦籍１人、ク

ロアチア共和国籍１人）が乗り組み、空船状態の船首約６.５５ｍ、

船尾約８.６０ｍの喫水で、平成２７年９月２４日１３時５０分ごろ

山口県下関市六連
む つ れ

島北方沖で水先人が乗船し、関門航路に向けて航行

した。 

本船は、１３時５６分ごろ、操舵室において船長が操船指揮、航海

士が機関操縦及び甲板手が手動操舵の配置で水先人が水先業務中、機

関を航海速力とし、約１３kn の速力（対地速力、以下同じ。）で南進

した。 

本船は、１４時１０分ごろ、１台の発電機を運転中、機関長が並列

運転のため別の発電機を始動しようとしたところ始動せず、運転中の

発電機が停止し、船内電源を喪失したので機関が停止するとともに操

舵不能となった。 

本船は、１４時１２分ごろ船長が水先人の助言を受け、左舷錨を投

下し、南南西方へ約１kn の圧流及び行きあしを止めようとして同錨

鎖を繰り出して走錨させたものの、本船の行きあしを制御できずに同

錨鎖を全て失うこととなった。 

本船は、船長が水先人の助言を受け、１４時１４分ごろ右舷錨鎖を

投下したが、１４時１８分ごろ約４kn の速力で右舷船首が関門第２

航路第１号灯浮標（以下「１号灯浮標」という。）に衝突した。 

本船は、衝突後、１４時２２分ごろ機関を始動し、タグボートによ

り１号灯浮標に絡んだ本船の右舷錨鎖を外し、六連島北東方沖に錨泊

した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 

 

 発電機は、１４時１３分ごろ始動し、乗組員により調査が行われた

が、発電機停止については、その原因が判明しなかった。 

水先人は、電源の喪失に気付き、右方への圧流を防止し、右舷側の

浅瀬に接近しないよう左舷錨を投下するよう船長に助言した。 

船長は、関門海峡に入る前、ふだんどおりに錨の準備及び発電機の

並列運転がなされていると思っており、水先人にも準備が終えている

旨を報告した。 

水先人は、約２,０００隻の水先業務の経験があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析 本船は、関門港の関門航路において、六連島東方沖を南進中、電源

を喪失したことから、機関及び舵が停止し、本船を制御できず、１号

灯浮標に衝突したものと考えられる。 

発電機の並列運転のため手動により別の発電機を始動させる際、電

圧、周波数、波形及び位相が合致しないと電流が逆流し、ブレーカー

が落ちて停止することがあるが、本件の発電機が停止した理由につい

ては、明らかすることができなかった。 

船長及び水先人は、関門海峡の通過前、錨の準備及び発電機の並列

運転がなされていると思っていた。 

水先人は、電源の喪失に気付き、右方への圧流を防止し、右舷側の

浅瀬に接近しないよう左舷錨を投下するよう船長に助言したものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、関門港の関門航路において、約１kn の南南西

方に流れる潮流の六連島東方沖を約１３kn の速力で南進中、電源を

喪失したため、機関及び舵が停止し、本船を制御できず、１号灯浮標

に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・狭水道に入る前に発電機の並列運転を確認することが望まれる。 
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付図１ 航行経路図 

 

１号灯浮標 

六連島 

事故発生場所 

（平成２７年９月２４日 １４時１８分ごろ発生） 

関門第２航路 

関門航路 

山口県下関市 

ｘ 



- 5 - 

付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

(kn) 

14:07:01 33-58-42.2 130-52-34.6 177 169.2 13.5 

14:08:01 33-58-29.1 130-52-35.3 182 176.9 13.2 

14:09:01 33-58-16.1 130-52-34.1 209 197.4 12.6 

14:10:01 33-58-05.2 130-52-27.1 511 212.6 12.6 

14:11:01 33-57-55.3 130-52-19.0 511 217.2 11.4 

14:12:01 33-57-47.2 130-52-10.2 511 227.6 10.2 

14:13:01 33-57-41.7 130-52-01.2 220 242.2 8.6 

14:14:01 33-57-38.4 130-51-52.4 224 248.4 7.5 

14:15:11 33-57-35.9 130-51-42.9 229 257.7 6.7 

14:16:11 33-57-34.8 130-51-35.8 223 260.5 5.6 

14:17:11 33-57-33.9 130-51-29.9 211 255.5  4.7 

14:18:11 33-57-32.5 130-51-25.0 197 245.6 3.9 

   ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び 

対地針路は真方位である。 

 


